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清涼飲料水等自動販売機設置事業者募集要項 

 

 清涼飲料水等自動販売機設置事業者（以下「設置事業者」という。）募集に応募される

方は、この募集要項をよく読み、次の各事項をご承知の上お申し込みください。 

 

１ 対象物件 

物 件

番 号 
所在地（住居表示） 設置場所 台数 

最低貸付料 

（月額） 

１ 
小倉南区 

八幡町３５番１号 

東部工事事務所 

１階ロビー 
屋内 １台 ９６０円 

２ 
八幡西区 

竹末一丁目１番４６号 

西部工事事務所 

１階ロビー 
屋内 １台 ９６０円 

※ 設置場所の確認に行かれる場合は、事前に資産活用係（田中）までご連絡ください。 

 

 

２ 応募資格要件 

 次の要件をすべて満たす法人又は市内に居住する個人に限り応募することができます。 

 

（１） 個人の場合は、成年被後見人及び被保佐人並びに破産者で復権を得ない者でな

いこと。 

（２） 法人等の場合は、北九州市内に本店又は支店・営業所があること。 

（３） 清涼飲料水等自動販売機の設置業務（自らが管理・運営するものに限る。）に

ついて、３年以上の実績を有している者であること。 

（４） 法令等の規定により販売について許認可等を要する場合は、許認可等の免許

を有していること（該当についてのみ）。 

（５） 国税及び北九州市税の未納がないこと。 

（６） 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（以下、「暴対法」

という。）第 2 条第 2 号に規定する暴力団をいう。）、暴力団員（暴対法第 2 条第

6 号に規定する暴力団員をいう。）又はこれらのものと密接な関係を有する者で

ないこと。 

（７） 公共の安全及び福祉を脅かすおそれのある団体又は公共の安全及び福祉を脅か

すおそれのある団体に属するものでないこと。 

（８） 北九州市が実施した自動販売機設置事業者の募集において、事業者決定後に使

用許可後若しくは賃貸借契約後、正当な理由なく辞退し、又は使用許可を取り消

され若しくは賃貸借契約を解除され、又は虚偽の申告を行ってから２年を経過し

ない者でないこと。 
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３ 自動販売機の設置条件等 

 

（１） 貸付期間 

     令和８年４月１日 ～ 令和９年３月３１日 

     （当初貸付日より 3 年を超えない範囲で更新できます。） 

      ※更新しない場合は、１２月末までに必ずご連絡ください。 

 

（２） 貸付料等 

    ア 設置事業者の施設使用形態 

      設置事業者は、自動販売機設置場所として使用する部分について、地方自

治法（昭和２２年法律第６７号）第２３８条の４第２項第４号の規定に基づ

き、賃貸借契約を締結します。 

    イ 貸付料 

      本市が設定する最低貸付料以上で入札のあった最高の価格をもって貸付料

（月額）とします。最高の入札価格に、貸付期間の月数を乗じた金額を貸付

料総額とします。 

貸付料は、別途発行する納入通知書により、指定期日までに全額納入して

ください。 

自己の責めに帰すべき事由による契約解除については、契約期間中の貸付

料は返還しません。また、契約残期間の貸付料相当額が未納であるときは、

これを納付していただきます。 

    ウ その他必要経費等 

      自動販売機の設置及び撤去に要した工事費、移転費等の一切の費用は設置

事業者の負担とします。 

      また、光熱水費については基本料金及び使用量に応じた金額とし、設置事

業者の負担とします。 

 

（３） 設置及び使用上の制限 

    ア 賃貸借契約を遵守し、貸付料を確実に納付すること。 

    イ ２－（４）にかかる許認可等は、賃貸借契約期間中継続的に効力を有する

こと。 

    ウ 自動販売機の大きさは、回収ボックスも含め１㎡以内とし、募集物件の指

定範囲内に設置できるものとすること。 

    エ 自動販売機を設置するにあたっては、据付面を十分に確認した上で「安全

設置」すること。 

    オ 設置する自動販売機には、販売し管理する者の会社名又は管理者名を必ず

明記すること。 

    カ 自動販売機を第三者に譲渡又は転貸してはならないこと。 
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    キ 販売品の搬入・廃棄物の搬出時間及び経路については、施設管理者の指示

に従うこと。また、販売品の搬入時、販売時に施設利用者の支障とならない

よう対策を行うこと。 

    ク 販売品目は、清涼飲料水、乳酸飲料及び乳飲料とすること。また、缶又は

ペットボトルなどの密閉式の容器とすること。 

    ケ 酒類・タバコの販売は行わないこと。 

 

（４） 維持管理責任 

   ア 商品補充、金銭管理など、自動販売機の維持管理については、設置事業者

が行うこと。また、常に商品の賞味期限に注意するとともに、売切れ商品が

ないよう努めること。 

   イ バラエティに富んだ商品を販売するよう努め、複数の自動販売機を設置す

ることとなった場合は、特に、商品の重複等を考慮すること。 

   ウ 自動販売機に併設して、原則として自動販売機１台に１個の割合で回収ボ

ックスを設置するとともに、設置事業者の責任で適切に回収・処分すること。

自動販売機が他社との併設の場合は、関係者間で回収方法を協議し、責任を

明確にした上で、適切に回収・処分すること。 

   エ 衛生管理及び感染症対策については、関係法令等を遵守するとともに、徹

底を図ること。 

   オ 自動販売機の故障、問合せ並びに苦情については、設置事業者の責任にお

いて対応すること。 

   カ 契約終了に伴い設置事業者が変更となる場合は、利用者の迷惑とならない

ように引継ぎに協力すること。 

 

（５） 損害賠償 

ア 設置事業者は、使用にあたり上下水道局又は第三者に損害を与えたときは、

すべて自己の責任でその損害を賠償しなければならない 

イ 漏水工事、各施設内で行う維持管理等に関する工事及び作業、事業所改造

工事により設置事業者に損害が生じた場合、上下水道局は一切の補償をしな

いものとします。(工事・作業内容によっては、自動販売機を一時撤去・移設

していただく場合もありますが、この場合においても上下水道局は一切の補

償をしないものとします。) 

ウ 設置場所において設備停止を伴うような事故が発生し、自動販売機の販売

を一時停止しなければならなくなった場合、上下水道局は一切の補償をしな

いものとする。  
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４ 参加申込手続 

 

（１） 申込受付及び質問書受付期間 

     令和８年３月６日（金）～令和８年３月１３日（金） 

     午前９時から正午まで、午後１時から午後５時まで 

     なお、土曜日、日曜日、祝日は受付を行いません。 

 

（２） 申込受付場所 

北九州市小倉北区大手町１番１号 

北九州市上下水道局広域事業課資産活用係 

 

（３） 申込に必要な書類 

    ア 参加申込書（本市所定様式） 

    イ 法人の場合は法人登記簿謄本（履歴事項全部証明書）の写し及び役員名簿

（国、他の地方公共団体その他公共団体又は有資格業者名簿に掲載されてい

る市の指名業者である場合は、省略できる。）個人の場合は住民票記載事項証

明書の写し又は登録原票記載事項証明書の写し（発行後３ヶ月以内のもの） 

    ウ 国税及び北九州市税の未納の税額がないことの証明書の写し 

      国税は納税証明書（その３）に限る。 

    エ 事業概要 

    〈法人〉 

     （ア） 会社概要パンフ 

     （イ） 直近の貸借対照表、損益計算書 

    〈個人〉 

     （ア） 創業日、事業内容、実績等がわかるもの 

     （イ） 令和６年分の所得税確定申告書の写し 

    オ ２－（４）にかかる許認可等の免許証の写し 

    カ 質問書（質問がある場合） 

 

 

（５） 申込の手続き 

     受付期間内に、申込に必要な書類を受付場所に直接持参してください。 

     （郵送、電話、ファックス、インターネットによる受付は行いません。） 

 

 （６） 注意事項 

提出した一切の書類の書き換え、引き替えをすることができません。又 

提出された書類に不足不備が判明した場合でも市から補正・修正等の必要 

性を連絡することはありません。各応募者で十分確認して下さい。 
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５ 質問書に対する回答について 

 

（１） 質問書への回答             

     令和８年３月１７日（火）までに入札参加者全員に回答をいたします。 

 

６ 入札書の提出及び審査 

 

（１） 入札書の提出及び審査の日時 

令和８年３月１８日（水）１０時００分 

                                                 

（２） 入札書の提出及び審査の場所 

    北九州市小倉北区大手町１番１号 

     小倉北区役所庁舎 西棟 地下２階 第１入札室 

 

（３） 提出書類等（当日持参するもの） 

    ア 入札書（本市所定様式） 

    イ 委任状（代理人により応募しようとする場合） ※入札物件ごとに必要 

    ウ 印鑑 

 

（４） 入札書 

    ア 入札参加者又はその代理人（以下「入札者」という）は、入札時限を過ぎ

ると、いかなる理由があっても入札はできません。 

     イ 入札会場へは、入札参加者でなければ入場できません。 

ウ 入札は、代理人に行わせることができます。この場合には、委任状を提出

してください。 

エ 入札は所定の入札書を使用します（あらかじめお渡しします。当日必ずご

持参ください。）。 

オ 入札書には、ボールペン又は万年筆を使用して明確かつ明瞭に記入し、 

鮮明に押印してください。鉛筆、シャープペンシルは使用できません。 

カ 脱字又は誤字を加除訂正した場合にはその箇所又は付近に押印してくださ

い。なお、金額の訂正はできませんのでご注意ください。 

    キ 入札金額はアラビア数字（算用数字）を使用し、円未満の端数は記入しな

いでください。 

ク 入札参加者は、その投入した入札書の書換え、引換え又は撤回をすること

はできません。 

     

（５） 入札金額の表示 

     入札金額は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者で

あるかを問わず、税抜き金額を表示してください。 
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（６） 入札書の書換え等の禁止 

     参加資格者は、指定の箱に投函した入札書の書換え、引換え又は撤回をする

ことはできません。 

 

（７） 入札審査 

    ア 入札審査は、入札書の投函締め切り後直ちに参加資格者立会いの下で行い

ます。 

    イ 参加資格者が入札審査に立ち会わないときは、当該金額審査事務に関係の

ない本市職員を立ち合わせます。 

    ウ 入札審査に立ち会わなかった場合は、審査の結果について異議を申し立て

ることはできません。 

    ※ なお、入札審査の当日出席しなかった者、又は入札書提出期限に遅刻した

者は、棄権とみなします。 

 

（８） 入札書の無効 

     次のいずれかに該当するものは、無効とします。 

    ア 最低貸付料を下回る価格によるもの 

   イ 参加資格のない者が入札したもの、又は権限を証する書面の確認を受けな

い代理人が入札したもの 

   ウ 指定の日時までに提出しなかったもの 

   エ 参加資格者の記名押印がないもの 

   オ 本市が交付した入札書を用いずに提出したもの 

   カ 同一金額入札審査について、参加資格者又はその代理人が２以上の入札を

したときは、その全部のもの 

   キ 同一金額入札審査について、参加資格者及びその代理人がそれぞれ入札を

したときは、その双方のもの 

   ク 同一金額入札審査について、他の参加資格者の代理人を兼ね又は２人以上

の代理人として入札したときは、その全部のもの 

   ケ 入札価格又は参加資格者の氏名、その他主要部分が識別し難いもの 

   コ 訂正印のない金額の訂正、削除、挿入等によるもの 

   サ 入札に関し、不正な行為を行った者がしたもの 

   シ その他、入札に関する条件に違反したもの 

 

（９） 設置予定事業者の決定 

    設置予定事業者の決定は、上下水道局が設定する最低貸付料以上で最高の価

格をもって有効な入札を行った者とします。 

    なお、決定した設置予定事業者には、入札終了後、引き続き賃貸借契約手続

の説明を行います。 
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（１０） くじによる設置予定事業者の決定 

     最高となるべき同価の入札書の投函をした者が２人以上あるときは、直ち

にくじにより落札者を決定します。 

 

（１１） 当該参加資格者のうち、くじを引かない者がある場合は、上下水道局が指

定した者（入札審査事務に関係のない職員）が参加資格者に代わってくじを

引き、設置予定事業者を決定します。 

 

（１２） 審査結果の公表 

     設置予定事業者を決定したときは、事業者名及び金額を、設置予定事業者

を決定しないときは、その旨を入札審査に立ち会った参加資格者に公表しま

す。 

 

（１３） 入札審査の中止 

     不正な入札が行われるおそれがあると認めるとき又は災害その他やむを得

ない理由があるときは、入札審査を中止、又は入札審査期日を延期すること

があります。 

 

７ 審査結果について 

 

   審査結果については、設置予定事業者名及び決定金額を、北九州市財政局財産

活用推進課ホームページに掲載します。 

 

８ 賃貸借契約の手続 

 

  賃貸借契約の手続は、令和８年３月２４日（火）までに行います。 

  なお、賃貸借契約は参加申込書に記載された名義で行います。 

 

９ 設置予定事業者の決定の取消 

 

次のいずれかに該当する場合は、設置予定事業者としての決定を取り消します。 

 （１） 正当な理由なくして、指定する期日までに賃貸借契約の手続に応じなかっ

た場合 

 （２） 設置予定事業者が応募者の資格を失った場合及び応募者の資格が無いこと

が後に判明した場合 

 （３） その他、設置予定事業者が本件賃貸借契約の相手方として不適当と認めら

れる場合 
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10 その他 

 

  賃貸借契約の手続に関する一切の費用については、設置予定事業者の負担と 

 なります。 

 

 

 

  

 

募集に関する問い合わせ先 

北九州市上下水道局広域事業課資産活用係 

北九州市小倉北区大手町１番１号 

担当：田中・中野 ℡（０９３）５８２－３１４１ 


